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事案の概要

　本件は、発明の名称を「シール付き印刷物及びその製造方法」とする特許権（特許第5773395号）を有す
る原告が、被告が製造、販売等した被告製品が本件発明１の技術的範囲に属するとともに、被告製品を
製造する方法は別紙目録記載２の製造方法（本件方法）であり、本件方法は本件発明２の技術的範囲に属
し、被告による被告製品の製造、譲渡等並びに本件方法の使用及び本件方法により製造した被告製品の
譲渡等は上記特許権を侵害すると主張して、被告製品の製造、譲渡等の差止め、本件方法の使用の差止め、
本件方法により製造した被告製品の譲渡等の差止め及び被告製品の廃棄を求めるとともに、損害賠償金
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（シール付き印刷物及びその製造方法−構成要件「前記紙本体の少なくとも一箇所を
折り重ねることによって形成されるシール領域と、」の充足性）［上］（全２回）

−平成29年（ワ）第30826号、平成31年３月26日判決言渡−



特 許 ニ ュ ー ス（　　　）（第三種郵便物認可）2 令和元年（2019年）８月13日（火曜日）

及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
　争点は、被告製品は本件発明１の技術的範囲に属するか否か（争点１）、被告製品は本件方法により製
造されたか否か（争点２）、本件発明１に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものか（争点
３）、及び原告の損害の額（争点４）である。
　本件特許の請求項１記載の本件発明１は、次のとおり構成要件に分説することができる。
１Ａ　シールと剥がした前記シールを貼り付ける台紙とが一体になったシール付き印刷物であって、
１Ｂ　少なくとも前記シール及び前記台紙となる印刷が施された紙本体と、
１Ｃ　前記紙本体の少なくとも一箇所を折り重ねることによって形成されるシール領域と、
１Ｄ　前記シール領域以外の前記紙本体に形成される台紙領域とを備え、
１Ｅ　�前記シール領域に形成されるシールの少なくとも一つは、本体を横断する起立用折目と、前記

起立用折目を境に裏面の両側にそれぞれ形成される粘着部及び非粘着部とを有する起立シール
である

１Ｆ　ことを特徴とするシール付き印刷物。
　また、請求項４記載の本件発明２は、次のとおり構成要件に分説することができる。
２Ａ　請求項１乃至３のいずれか一項に記載のシール付き印刷物の製造方法であって、
２Ｂ　前記紙本体に少なくとも前記シール及び前記台紙となる印刷を施す工程と、
２Ｃ　前記紙本体の第１面の前記シールの剥離面とする領域にコーティング層を形成する工程と、
２Ｄ　�前記紙本体の第１面の前記シール領域の前記起立シールの非粘着部以外に粘着層を形成する工

程と、
２Ｅ　�前記紙本体を折り曲げることによって前記粘着層と前記コーティング層とを貼り合わせてシー

ル領域を形成する工程と、
２Ｆ　�前記シール領域において前記紙本体の上層を切り抜いて前記起立シールを含むシール形状を形

成する工程とを備えた
２Ｇ　ことを特徴とするシール付き印刷物の製造方法。

判示事項

１　本件発明１及び２の技術的意義
本件明細書の記載によれば、本件発明１及び２は、シールとこれを貼り付ける台紙とが一体となっ
たシール付き印刷物及びその製造方法に関する発明であり、シール及び台紙となる印刷がされた紙本
体を折り重ねてシール領域を形成することによって、起立シールを含むシール付き印刷物を容易に製
造することができ、また起立シールを立たせた立体的な広がりのある使い方をすることができるとい
う点に技術的意義があると認められる。
２　争点１−１（「台紙」、「台紙領域」の充足性）について
２．１　構成要件１Ａ、１Ｄについて

台紙とは、一般的に「物を貼りつける土台とする紙」という意味を有するところ、特許請求の範囲
の記載によれば、本件発明１における「台紙」とは、同印刷物から剥がしたシールを貼り付ける土台
となる紙部分であり、シールが印刷されたシール領域以外に形成され、台紙として利用するための
印刷が施されたものを意味すると解され、「台紙領域」は、紙本体のうち、シール領域以外の領域で
あり、台紙となる領域を意味すると解される。
２．２　被告製品について

被告製品は本件本体ブックと本件シールブックの２冊の印刷物から構成されている。
証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件シールブックの表紙部分には表題が、見開き部分には本件


